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法律科目試験 「民事法系」 問 題 
 

 
 
民事法系１（配点 160 点） 
 
 
 

Ⅰ 次の事項について、相違点を明示した上、各設問 300 字以内で説明しなさい。 

 (1) 有権代理と表見代理 

 (2) 普通養子縁組の効果と特別養子縁組の効果 

 

 

Ⅱ 以下の問(1)、問(2)及び問(3)に答えなさい。 

〔事実〕 

1．2000 年 4 月、Ａは、名古屋市にある甲土地を購入し、その地上に乙建物を建築し居住

することにした。ただ、甲は、歩行者が出入りするのには不便がないが、自動車が主要道

へ出るためには細い道をかなり大回りしなければならないなど、自動車の出入りには不便

であった。そこで、Ａは、甲を購入する際、甲の売主で、かつ甲の隣地丙土地の所有者で

あるＢと交渉し、ＡＢは、Ａ（及び甲に自動車で出入りする者）に、無償かつ無期限に甲

から自動車で出入りするため丙の一部を通行できる権利を認めることに合意した。この合

意に伴い、Ａは、Ａの費用で丙に、幅 2 メートルの舗装通路丁を開設した。ＡＢは、この

通行権について登記することはしなかった。 

 

2．Ａは、自動車については、丁を通行して主要道へ出ることとしており、2000 年の通路

開設以降は、このルートのみを利用しており、丁をほぼ毎日利用していた。 

 

3．2005 年 10 月、Ｂは、まとまったお金が必要になり、丙を、旧知で遠縁のＣに 2000 万

円で売却した。Ｃは、もともとは名古屋市に居住しており、丙をよく知っていたが、1998

年に仕事の関係で東京に転居し、それ以降、ずっと東京に居住しており、Ｂから丙を購入

した 2005 年には東京に居住していた。丙の売買契約は、Ｂが東京のＣのもとへ出向いて締

結された。Ｃは、売買の際、丙の最新の登記簿は確認したものの、昔から現地を知ってい

るからと丙を実際には見ておらず、また、ＢはＣに対し丁の通行権について特に説明しな

かったので、Ｃは、丙に丁が開設され、通行権が設定されていることを知らなかった。丙

の売買代金 2000 万円という価格は、Ｂとしては、丁の通行権の負担を考慮して少し低めに

設定したものであったが、Ｃとしては、少々割安感はあるものの、安いのは急いで売りた

いからだろうと考え、登記簿の権利関係の通り丁の通行権のような負担はないという前提

であった。 

 Ｂが契約のため東京に出向いた際、移転登記に必要な書類はＢがＣからすべて預かり、

名古屋に戻ったＢが司法書士に委任し、2005 年 11 月、丙の所有権登記はＣに移転された。

同じ頃、Ｃは、売買代金 2000 万円をＢの口座に振り込んで支払った。 
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4．2006 年のお盆の休みにＣが久しぶりに名古屋を訪れ丙を見たところ、丙に丁が開設さ

れ、Ａが自動車で通行していることを知った。 

 

〔問題〕〔事実〕1 から 4 を前提として次の問(1)及び問(2)に答えなさい。現在は、2006

年 10 月である。 

 問(1) Ｃは、Ａに対し、丁の通行をやめ、丁部分の舗装を撤去するよう請求したい。Ｃ

は、どのような法的根拠で請求することが考えられるか。これに対し、Ａはどのような反

論をすることが考えられるか。 

 

 問(2) 上記問(1)のＣの請求は認められるか。 

 

 

〔事実〕 

5．2005 年、Ｂが急にお金を必要としたのは、悪友Ｄから覚醒剤を売って一儲けしようと

持ちかけられたからであった。Ｄは、暴力団Ｅの構成員であり、Ｄの説明によれば、Ｅか

ら買い付けた覚醒剤は、末端価格では数十倍の価格になるとのことだった。 

 

6．2005 年 12 月末頃、Ｂは、覚醒剤の買付代金としてＤに 2000 万円を交付したところ、

その直後から、Ｄは行方不明となった。 

 

7．2006 年当時、Ｄには妻Ｆがいた。2005 年 12 月末にＤが行方不明となった直後の 2006

年 1 月初旬には、ＤからＦに電話連絡があったが、それ以降は、全くの音信不通となった。

Ｆは、2006 年以降、喫茶店でアルバイトをしながら、何とか暮らしていた。 

 

8．2012 年 4 月、Ｆは、喫茶店に客として来ていたＧと親しくなり、2012 年末頃には、Ｆ

とＧは互いに婚姻したいと考えるようになっていた。ＦＧが弁護士に相談したところ、Ｄ

の失踪宣告を受ければ、ＦＧは婚姻できるとの助言を得たので、2013 年 5 月、Ｆの申立て

により、Ｄの失踪宣告がなされた。2014 年 1 月、ＦＧは婚姻を届け出た。 

 

9．2015 年初頭、Ｄは、元の住所地に戻った。ＦがＧと婚姻し、転居したため、以前ＤＦ

が暮らしていたアパートには他人が居住していたが、近隣住民からの情報により、ＤはＦ

の住まいを捜し出した。また、Ｄが元の住所地に現れたことに伴い、2016 年 1 月、Ｄの申

立てにより、Ｄの失踪宣告は取り消された。 

 

〔問題〕〔事実〕1 から 9 を前提とし、次の問(3)に答えなさい。現在は、2016 年 10 月で

ある。 

 問(3) ＤＦＧの婚姻に関する関係を説明しなさい。 



民事法系２（配点 80 点） 
 

 
Ⅲ 次の事項について、それぞれ300字以内で説明しなさい。 

 

 (1) 匿名組合 

 (2) 白地手形と無効手形との相違 

 

 

Ⅳ 次の事例を読んで、後の問(1)及び問(2)に答えなさい。 

 

 甲株式会社（以下「甲社」という。）は、公開会社であり、種類株式発行会社ではない。

甲社は、その発行する全部の株式を譲渡制限株式とすることにした。しかし、甲社の株主

Ａ等は、その有する株式が譲渡制限株式とされることに反対である。また、甲社の分配可

能額は０円であり、今後も、その増加の見込みはない。 

 

 問(1) 甲社がその発行する全部の株式を譲渡制限株式とする手続について、説明しなさ

い。 

 

 問(2) 甲社がその発行する全部の株式を譲渡制限株式とする場合に、甲社の取締役Ｂが

負う可能性がある会社法上の責任について、論じなさい。 


